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商標判例読解56

「ランバード」事件
（図形商標に関する混同のおそれ）
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★キーポイント
　本件は、商標登録無効審判請求を不成立とし
た審決の取消訴訟であり、争点は、商標法４条
１項15号該当性（混同のおそれ）である。本判
決では、対象商標が15号に該当するかどうかの
判断について、「当該商標をその指定商品等に
使用したときに、当該商品等が他人との間にい
わゆる親子会社や系列会社等の緊密な営業上の
関係又は同一の表示による商品化事業を営むグ
ループに属する関係にある営業主の業務に係る
商品等であると誤信されるおそれが存するかど
うかを問題とするものであって、当該商標が他
人の商標等に類似するかどうかは、上記判断に
おける考慮要素の一つにすぎないものである」
と示している。

第１　事案の概要
１．当事者

原告：美津濃株式会社
被告：福建鴻星尓克体育用品有限公司（FUJIAN 

HONGXINGERKE SPORTS GOODS CO., 
LTD.）

２．本件商標及び引用商標
被告商標（「本件商標」という。）と原告商標（「引

用商標」という。）は以下となる。
（１） 本件商標

国際商標登録 ：第1119597号
商　　　標：

国際商標登
録 出 願 日：2012（平成24）年２月20日
設定登録日：平成25年３月15日
指 定 商 品：第18類「擬革、通学用かばん、バッ

クパック、旅行用小型手提げかば
ん、スケート靴用革ひも、獣皮、
傘」、第25類「被服、新生児用被
服、水泳着、防水加工を施した被
服、履物及び運動用特殊靴、帽
子、メリヤス下着・メリヤス靴下、
スカーフ、手袋（被服）、スポー
ツジャージー及び競技用ジャー

ジー、ティーシャツ、ジャケット
（被服）、フットボール靴、サンダ
ル靴及びサンダルげた、運動靴」
及び第28類「ゲーム用ボール、ボ
ディビル用具、運動用機械器具、
スノーシュー、ローラースケート
靴、釣りざお、おもちゃ、アー
チェリー用具、シャトルコック、
運動用ネット、体操用具、ひざ当
て（運動用具）、保護用パッド（運
動用被服の部分品）、スケート靴、
インラインスケート」（参考訳文）

（２） 引用商標
【引用商標１】

登 録 番 号：第4716649号
出　願　日：平成14年７月24日
登　録　日：平成15年10月10日
指 定 商 品：第18類「皮革、かばん類、袋物、

携帯用化粧道具入れ、かばん金具、
がま口口金、傘、ステッキ、つ
え、つえ金具、つえの柄、乗馬用
具、愛玩動物用被服類」、第25類

「被服、ガーター、靴下止め、ズ
ボンつり、バンド、ベルト、履物、
仮装用衣服、運動用特殊衣服、運
動用特殊靴」及び第28類「遊戯用
器具、囲碁用具、将棋用具、歌が
るた、さいころ、すごろく、ダ
イスカップ、ダイヤモンドゲー
ム、チェス用具、チェッカー用具、
手品用具、ドミノ用具、トラン
プ、花札、マージャン用具、ビリ
ヤード用具、おもちゃ、人形、愛
玩動物用おもちゃ、運動用具、ス
キーワックス、釣り具、昆虫採集
用具、遊園地用機械器具（業務用
テレビゲーム機を除く。）」のほか、
第１類、第３類、第４類、第６類、
第８類、第９類、第11類、第12類、
第14類、第16類、第19類、第20類、


